
ワシントン駐在に係る対応状況等について 

 

 

令和６年11月25日 

沖 縄 県 

 

 

議会からいただいた御指摘を踏まえ、庁内の手続き並びに日本及び米国

の法令との適合性について調査しましたので、その結果の概要及び改善方

法等について御説明いたします。 

 

１ Okinawa Prefecture DC Office, Incの設立経緯 

沖縄県では、平成27年度からアメリカ合衆国ワシントンD.C.に駐在を配

置している。 

当該駐在が米国の法制度に即して活動する必要があることから、米国

において、コロンビア特別区の法令に基づき、日本の株式会社に相当す

る形態の法人として、Okinawa Prefecture DC Office, Inc（以下「DCオフィ

ス社」という。）を平成27年５月８日に設立した。 

同社は、毎年の税務申告や、外国代理人登録法（Foreign Agents 

Registration Act、FARA）に基づく登録及び報告等を行い、存続している。 

 

 

２ 調査結果 

⑴ 会社設立にかかる庁内手続 

駐在が活動するにあたって、何らかの法人を設立する必要性が把握

されていたことはうかがえるものの、日本の株式会社に相当する形態の

法人を設立することを明確に決定した文書が残されていない。 

⑵ 日本の法令との適合性 

ア 会社設立に伴って取得した株式は公有財産に当たると考えられる

が、公有財産として管理されていなかった。（地方自治法第238条、同法第

243条の３第１項、沖縄県公有財産管理関係） 

イ 県が出資した団体として、経営状況を議会に報告すべき団体に含ま

れるかどうかについては、総務省に照会するなどして精査中（地方自治

法第243条の３第２項、同法施行令第152条関係） 

ウ 駐在がDCオフィス社の役員を兼ねることについて、営利企業への従

事許可の必要性を精査中（地方公務員法第38関係） 
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⑶ 米国の法令との適合性 

ア コロンビア特別区に基本定款を登記し、法人の成立について認証さ

れている。 

イ ビザについては、DCオフィス社が沖縄県の全額出資により設立され

たことを明記し、駐在の職務内容を詳しく説明した上で申請し、取得し

ている。 

ウ いわゆるロビー活動については、外国代理人登録法（FARA）に基づ

く登録を行い、その活動内容を米国政府（司法省）に報告している。 

 

 

３ 今後の改善 

⑴ 会社設立に係る庁内手続について 

改めて追認するための起案を行うなどの方法により、手続上の整理を

行い、速やかに是正を図る。 

⑵ 日本の法令との適合性について 

ア 取得した株式は公有財産管理台帳に登録するなど、速やかに是正

の措置を講じる。 

イ 経営状況の報告については、照会の結果等を踏まえて、対応する。 

ウ 営利企業従事許可が必要と判断された場合は、速やかに必要な手

続を行う。 

⑶ 米国の法令との適合性について 

法人の成立や、ビザの申請内容は実態と齟齬がないことが確認さ

れ、外国代理人登録法（FARA）に基づく報告もなされていることから、改

善を要する事項は認められないものの、引き続き、米国の法制度も踏ま

え、議会、県民に対して丁寧な説明に努める。 
 

122



４ 参考（時系列） 

 

2015年２月27日  「平成27年度沖縄県ワシントン駐在員設置及び活

動支援事業」の委託に係る予算執行伺い 

2015年３月30日 企画提案審査 

2015年３月31日 行政組織規則の一部改正、職員の駐在等に関する

規程の一部改正（それぞれ公報登載） 

2015年４月１日 ワシントンコア社との委託契約締結（47,998,860円）。

同日付で、「駐在所の登記、FARA申請・登録及び駐

在員等のビザ申請・取得に係る法務全般」を弁護士

事務所に再委託することについて承認。 

2015年５月８日 Okinawa Prefecture DC Office, Incとしてコロンビア

特別区への登記が発効 

2015年６月17日 Okinawa Prefecture DC Office, Inc役員会設立総会 

（県による1,000ドルの出資の受入れを承認し、株式

を発行） 

2015年12月23日 FARA登録が発効 

2016年３月31日 ワシントンコア社から委託事業に係る実績報告書の

提出 

2016年５月９日 委託料の額を確定し、ワシントンコア社に通知

（46,235,172円）。 

 

（以上） 
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ワシントン駐在の活動及びOkinawa Prefecture DC Office, 

Inc.の設立経緯等に関する報告書 

 

発行 令和７年11月 

   令和７年12月 p.96-2及びp.96-3を追加 

 

編集 沖縄県知事公室基地対策課 

   〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

   電話 098-866-2460 

 

 


